
新型コロナウイルス感染症対策に係る春季休業期間中の留意点について 

 

部活動については、「令和２年３月 31 日までの期間中の部活動の活動、練習試合等は実

施しないこと。」としてきましたが、春季（学年始）休業期間中は継続することとします。 

 

【春季休業期間中の部活動の取扱い】 

〇春季休業期間中の部活動の活動、練習試合等は実施しないこと。 


